
長期処方・リフィル処方せんのご案内
当院では、患者さんの状態に応じて、以下の対応が可能です。

※投与期間やリフィル処方せんの交付が可能かどうかは、患者さんの病状に
　応じて医師が判断いたします。

リフィル処方せんとは

病状が安定している患者さんに対し、医師および薬剤師の適切な連携のもと、
医師の処方により一定期間内に最大 3 回まで繰り返し利用できる処方せんです。

同一保険薬局で継続して調剤を受けられない場合、調剤情報を適切に管理するため、
前回調剤を受けた薬局にご相談ください。

・  投薬量に限度が定められている医薬品および貼付剤（一部を除く）は、リフィル
　処方ができません。

・  体調や服薬状況の確認のため、同一保険薬局で調剤を受けることをおすすめ
　します。

・  患者さんの体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、
　調剤されない場合があります。

診察・
リフィル処方せん

の発行
調剤 1 回目 調剤 2 回目 調剤 3 回目

原則
4 日以内

注意点

28 日以上の長期処方

リフィル処方せんの発行


